
野田市児童遊園の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

令和５年３月２４日

野田市長 鈴 木 有



野田市条例第８号

野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例（平成９年野田市条例第１７号)

の一部を次のように改正する。

別表愛宕児童遊園の項中「８２６番地」を「８２６番地の１」に改め、同表

大和田児童遊園の項中「１，２３６番地の２」を「１２３６番地の２」に改め、

同表中里児童遊園の項中「５５６番地」を「５５６番地の３」に改め、同表山

崎児童遊園の項中「２，５５６番地の１」を「２５５６番地の１」に改め、同

表船形中児童遊園の項を削り、同表今上児童遊園の項中「１，２１１番地」を

「１２１１番地」に改め、同表木間ケ瀬第三児童遊園の項中「５，４８５番地｣

を「５４８５番地」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。


